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別紙 

 

諮問第30号 

社会環境の変化に対応した電波有効利用の推進の在り方 

 

１ 諮問理由 

 我が国は、他の主要先進国に先駆けて人口減少・少子高齢化に直面しており、生

産年齢人口が減少する中にあっても持続的な経済成長を実現するための生産性の

向上に取り組むことが喫緊の課題である。また、令和６年能登半島地震などの大規

模な災害が頻発する中、災害に強い強靱な社会システムを構築することも大きな課

題である。 

携帯電話に代表されるように、電波を使ったシステムやサービスは、すでに国民

生活や経済活動に深く浸透しているが、自動運転やスマート農業、遠隔医療など、

電波のより一層の活用を徹底して進めることで、平時・災害時を問わず、国民生活

を便利で安全・安心なものにするとともに、地域の課題解決や新たな市場の創出を

通じた経済成長の源泉となる可能性を持っている。 

他方で、電波は有限の資源であり、電波の活用の進展に伴い電波資源はひっ迫す

るため、電波の利用状況やニーズ、電波に関する最新の技術トレンドを踏まえて、

周波数の割当てや周波数の移行・再編・共用を適正かつ効率的に実施するなど、電

波法（昭和２５年法律第１３１号）の目的である電波の公平かつ能率的な利用を確

保することがますます重大となる。 

このため、社会環境の変化に迅速かつ柔軟に対応し、電波の公平かつ能率的な利

用を通じて国民生活の利便性向上、地域の課題解決及び持続的経済成長を実現する

ため、国が取り組むべき電波の有効利用の推進の在り方について包括的に検討する

ことが必要である。 

 

２ 答申を希望する事項 

（１）電波有効利用の推進に関する基本的方向性 

（２）無線局の免許制度等の在り方 

（３）周波数割当の在り方 

（４）無線を利用したビジネス促進の在り方 

（５）電波の利用環境の在り方 

（６）その他必要と考えられる事項 

 

３ 答申を希望する時期 

令和７年夏頃目途 

 

４ 答申が得られたときの行政上の措置 

今後の情報通信行政の推進に資する。 


